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公益財団法人リバーフロント研究所

１．水辺とまちのソーシャルデザイン

水循環・まちづくりグループ
研究員 阿部 充

公益財団法人リバーフロント研究所

水辺とまちの
未来創造プロジェクト
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公益財団法人リバーフロント研究所

国土交通省ホームページ

公益財団法人リバーフロント研究所
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公益財団法人リバーフロント研究所

①まちにある川や水辺空間の賢い利用

②民間企業等の民間活力の積極的な参画

③市民や企業を巻き込んだソーシャルデザイン

３つのコンセプト

「水辺とまちのソーシャルデザイン懇談会」、「ミズベリング」、「水辺写真募集」など

公益財団法人リバーフロント研究所

水辺とまちの
ソーシャルデザイン懇談会

・H25年12月～H26年2月にかけて4回実施
・特徴ある懇談会
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公益財団法人リバーフロント研究所

第１回（H25年12月）
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第３回（H26年2月）

スカイツリーを望む隅田川沿いのカフェラウンジにて

公益財団法人リバーフロント研究所

開放的な雰囲気
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公益財団法人リバーフロント研究所

全4回、水を身近に感じられる場所で、自由に水辺への想いを

第４回（H26年2月）

公益財団法人リバーフロント研究所

水辺の課題、今後の方向性

10のヒントフレーズ
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公益財団法人リバーフロント研究所

• 水辺は猥雑で色気があった。日本の水辺は世界に誇れるも
のであるはず

• 河川空間は公共空間なのに自由に使えない？
• 水辺を使い倒して、楽しみ倒す
• 地域固有の歴史・文化を活かしつつ、クリエイティブに再生
する

• 自分たちで水辺を楽しむ礼儀作法をつくる
• 水辺の利用者、地域住民、行政をつなぐコーディネーターが
必要

• 行政は公平、公正、中立の姿勢は重要であるが、新しい提
案を受け入れたりする度量をもつ

• 持続可能性を担保する資金調達や規制緩和のしくみ
• 未来の水辺に向かってつなげる、育てる
• 水辺の使い方に対する共感と実践を広げていくためのプロ
モーションの方法

公益財団法人リバーフロント研究所

水辺の利用者、地域住民、行政を
つなぐコーディネーターが必要

・コーディネータ－の役割が必要

利

用

者

河
川
管
理
者

・専門的知識
・専門用語

地元の
一部反対

地

元

住

民
どこに話を
もっていけば
いいの？
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1965
（S40） 制定

・原則、占用は認めるべきではない。
社会経済上必要やむを得ず・・・

・公共用地につき営業不可。

一部改正

・「都市及び地域の再生等のために利用する施設
に係る占用の特例」が追加
・地域の合意等を条件として、営業活動を行う事
業者等による河川敷地の利用が可能となった。

水辺の規制緩和-河川敷地占用許可準則-

2011
（H23）

公益財団法人リバーフロント研究所

隅田川二天門オープンカフェ

・都内初の特例使用､民間事業者が占用
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隅田川二天門オープンカフェ事業スキーム

・協議会で合意形成やルールづくりを実施

隅田公園オープンカフェ協議会

学識経験者、地元団体代表
地域住民、行政（東京都、台東区）

河川占用料

事業者の
決定

河川管理者
（東京都）

地方公共団体
台東区

占用許可

占用主体
（民間事業者）

①占用施設の設置・管理運営
②イベントの実施
③地元への還元

公園管理者
（公園課）

事業主管課
（観光課）

土地使用料設置許可

運営状況の報告

運営状況の確認

出店者事業者選定委員会

隅田公園オープンカフェ運営連絡会
※区、地域住民等で組織

①隅田川（利用区域内）の維持管理
⑫公園を含む良好な水辺空間の保全・創出

事業者選定
報告

協定締結

地域環境への還元

売上げの一部

地
域
環
境
へ
の
還
元
方
法
の
具
体
策

公益財団法人リバーフロント研究所

推 進 体 制 （Ｈ２５年度～）

決定機関

執行機関

※水都大阪パートナーズ：H25公募により選定した民間組織。複数年（４年）の運営を前提としているが、実績評価は毎年実施する。

行政・経済
界の関わ

り方

≪行 政≫ 水と光のまちづくり支援本部（水都大阪オーソリティ)を設置（H25）
⇒ 水辺空間の活用に関する行政の一元的な窓口 （府市合同の事務局）

≪経済界≫ 水都大阪パートナーズに対し人的・物的支援を展開

⽔と光のまちづくり推進会議
構成員 ⼤阪府知事 ⼤阪市⻑ ⼤阪商⼯会議所会頭

関⻄経済連合会会⻑ 関⻄経済同友会代表幹事
⼤阪府市都市魅⼒戦略推進会議会⻑

アドバイザリーボード(専⾨助⾔機関)
企業家 学識経験者        

国内外の豊富なビジネス経験を有する方や、水都大阪2009以降、常に水都大阪の取り組みに携わっている方など、
多岐にわたるノウハウ・経験を有する斬新な運営メンバーで構成

【事業内容】
・新たなシンボル空間創造、エリアマネジメントの推進 （BID手法の活用等）
・水辺の賑わいづくり(水都フェス等)・社会実験の推進
・水と光の首都大阪のブランドイメージ発信

⽔都⼤阪パートナーズ

推進会議が設置

基本方針の提示
事業評価の実施 等 助言等を実施

府・市・経済界が一体となり
取り組みを支援

水都大阪の体制図

・利用者と行政をつなぐ制度という意味では先進的
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行政は公平、公正、中立の姿勢は
重要であるが、新しい提案を受け入れ
たりする度量をもつ

利
用
者(

自
治
体)

河

川

管

理

者

お願い

許可

計画の矮小化

・既存事例は？
・規則のどこに？
・提案したら判断
するけど・・・

・安全側に・・・

・河川管理者も前向きに考えれば、もっと面白いことが実現できるかも

公益財団法人リバーフロント研究所

隅田川二天門オープンカフェ事業スキーム

・行政が協議会に入っているのがミソ
・当事者意識

隅田公園オープンカフェ協議会

学識経験者、地元団体代表
地域住民、行政（東京都、台東区）

河川占用料

事業者の
決定

河川管理者
（東京都）

地方公共団体
台東区

占用許可

占用主体
（民間事業者）

①占用施設の設置・管理運営
②イベントの実施
③地元への還元

公園管理者
（公園課）

事業主管課
（観光課）

土地使用料設置許可

運営状況の報告

運営状況の確認

出店者事業者選定委員会

隅田公園オープンカフェ運営連絡会
※区、地域住民等で組織

①隅田川（利用区域内）の維持管理
⑫公園を含む良好な水辺空間の保全・創出

事業者選定
報告

協定締結

地域環境への還元

売上げの一部

地
域
環
境
へ
の
還
元
方
法
の
具
体
策
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持続可能性を担保する
資金調達や規制緩和のしくみ

・事業者から使用料を徴収して、維持管理等に充当

隅田公園オープンカフェ協議会

学識経験者、地元団体代表
地域住民、行政（東京都、台東区）

河川占用料

事業者の
決定

河川管理者
（東京都）

地方公共団体
台東区

占用許可

占用主体
（民間事業者）

①占用施設の設置・管理運営
②イベントの実施
③地元への還元

公園管理者
（公園課）

事業主管課
（観光課）

土地使用料設置許可

運営状況の報告

運営状況の確認

出店者事業者選定委員会

隅田公園オープンカフェ運営連絡会
※区、地域住民等で組織

・隅田川（利用区域内）の維持管理
・公園を含む良好な水辺空間の保全・創出

事業者選定
報告

協定締結

地域環境への還元

売上げの一部

地
域
環
境
へ
の
還
元
方
法
の
具
体
策

地域・行政からみると

公益財団法人リバーフロント研究所

隅田川のベンチ

・隅田川のベンチ
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・地元の企業名や商店名が刻まれている
・民間主体になれば、税金ではなく、クラウドファウンディング
による公共物整備などの可能性も広がる

公益財団法人リバーフロント研究所

水辺とまちのソーシャルデザイン

って？
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利

用

者

河
川
管
理
者

行

政

市

民
＝＝

公益財団法人リバーフロント研究所

利

用

者

河
川
管
理
者

行

政
＝＝一般利用者

地域住民

事業者

住民

商店街

ＮＰＯ

国・県

市町村

河川区域
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利

用

者

河
川
管
理
者

行

政
＝＝一般利用者

地域住民

事業者

住民

商店街

ＮＰＯ

国・県

市町村

河川区域

都市

公園

道路

水辺空間

公益財団法人リバーフロント研究所

利

用

者

河
川
管
理
者

行

政
＝＝一般利用者

地域住民

事業者

住民

商店街

ＮＰＯ

国・県

市町村

河川区域

都市

公園

道路

水辺空間

・多様な主体
・みんなで水辺をどうやって魅力的にしていくかを考えていく
・河川管理者もプレイヤーの一人
・コーディネーターの役割（協議会、キーパーソン、形は色々あってよい）
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ミズベリング


